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市
・
都
民
税
、
所
得
税
、
事
業
税
の

申
告
書
の
提
出
期
間
は
、
２
月　

日
１６

（
月
）
〜
３
月　

日
（
月
）
で
す
（
郵

１５

送
可
）
。
３
月
に
入
り
ま
す
と
大
変
混

雑
し
ま
す
の
で
、
申
告
は
お
早
め
に
お

願
い
し
ま
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
市
・
都
民
税
に

つ
い
て
は
市
役
所
市
民
税
課
（
11
７
２

４
・
２
１
１
４
〜
５
、
２
１
１
７
）
、

所
得
税
、
贈
与
税
、
消
費
税
に
つ
い
て

は
町
田
税
務
署
（
11
７
２
８
・
７
２
１

１
）
、
事
業
税
に
つ
い
て
は
町
田
都
税

支
所
（
11
７
２
８
・
５
１
１
１
）
へ
。

い
ず
れ
も
、
土
・
日
曜
日
は
お
休
み
で

す
。

○　

受
付
・
相
談

　

市
・
都
民
税
の
申
告
書
の
受
け
付
け

は
、
市
役
所
１
階
市
民
フ
ロ
ア
ー
及
び

左
表
の
各
市
民
セ
ン
タ
ー
で
行
い
ま

す
。
市
役
所
で
の
受
付
期
間
は
２
月　
１６

日
（
月
）
〜
３
月　

日
（
月
）
ま
で

１５

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
、
受
付
時
間

は
午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
４

時
で
す
。

　

市
・
都
民
税
の
申
告
書
は
、

①
昨
年
申
告
書
を
提
出
し
た
方

②
昨
年
３
月
に
大
学
な
ど
を
卒
業
し
た

と
思
わ
れ
る
方

な
ど
に
２
月　

日
に
発
送
予
定
で
す
。

１２

申
告
書
が
必
要
な
方
で
申
告
書
が
届
か

な
い
方
は
、
市
民
税
課
に
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

　

な
お
、
次
の
方
は
市
・
都
民
税
の
申

告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

②
給
与
所
得
の
み
、
も
し
く
は
公
的
年

金
に
か
か
わ
る
所
得
の
み
の
方
で
、
給

与
の
支
払
先
も
し
く
は
社
会
保
険
庁
等

か
ら
市
役
所
へ
支
払
報
告
が
な
さ
れ
て

い
る
方
（
各
種
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
方
は
除
き
ま
す
）

　

市
・
都
民
税
の
申
告
に
持
参
し
て
い

た
だ
く
も
の
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

①
申
告
書
（
会
場
で
も
お
渡
し
し
ま

す
）

②
印
鑑

③
収
入
が
あ
っ
た
方
は
、
収
入
の
内
容

が
明
ら
か
と
な
る
資
料
（
源
泉
徴
収
票

等
）

お
書
き
下
さ
い
。

○
納
税
通
知
書
の
送
付
は
６
月
初
旬
に

　

市
・
都
民
税
の
平
成　

年
度
納
税
通

１６

知
書
は
、
期
限
内
（
３
月　

日
ま
で
）

１５

に
申
告
し
た
場
合
に
は
６
月
初
旬
ご
ろ

に
お
送
り
し
ま
す
。
た
だ
し
、
非
課
税

の
方
に
は
納
税
通
知
書
は
お
送
り
し
ま

せ
ん
。

　

ま
た
、
会
社
等
で
市
・
都
民
税
を
給

与
天
引
き
さ
れ
る
方
は
、
勤
務
先
を
通

じ
て
市
・
都
民
税
の
税
額
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

○
交
付
は
６
月
中
旬
以
降
に

　

市
・
都
民
税
の
平
成　

年
度
課
税
・

１６

非
課
税
証
明
書
の
交
付
は
、
期
限
内
に

申
告
し
た
場
合
に
は
６
月
中
旬
以
降
に

交
付
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
期
限
内
に
申
告
が
あ
り
ま
せ

ん
と
、
証
明
書
の
交
付
時
期
が
遅
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

④
所
得
控
除
の
資
料
等
（
前
年
中
に
社

会
保
険
料
を
支
払
っ
た
領
収
書
や
生
命

保
険
・
損
害
保
険
の
控
除
証
明
書
等
）

　

期
限
内
に
申
告
を
し
ま
せ
ん
と
、
納

付
回
数
が
少
な
く
な
り
、
１
回
当
た
り

の
納
付
税
額
が
多
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。　

　

ま
た
、
申
告
が
さ
れ
る
ま
で
は
、
児

童
手
当
・
保
育
園
入
園
・
幼
稚
園
補
助

金
・
就
学
援
助
費
・
公
営
住
宅
入
居
・

老
人
医
療
証
・
公
的
年
金
・
事
業
資
金

の
融
資
な
ど
の
申
請
に
必
要
な
市
・
都

民
税
の
課
税
・
非
課
税
証
明
書
等
の
交

付
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

必
ず
期
限
内
に
申
告
し
て
下
さ
い
。

　

期
限
ま
で
に
申
告
に
来
ら
れ
な
い
方

は
、
郵
送
に
よ
り
申
告
を
受
け
付
け
ま

す
。
申
告
の
内
容
に
つ
い
て
、
後
に
不

明
な
点
等
を
お
た
ず
ね
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
電
話
番
号
は
忘
れ
ず
に

市・都民税申告書の出張受付日程

受付時間会　　場開催日

○午前の部　９：００～１１：００

○午後の部　１３：００～１５：００

※昼休みは
　受付をしていません

南市民センター ホール２月１７日（火）

忠生市民センター ホール２月１９日（木）

堺市民センター ホール２月２０日（金）

鶴川市民センター ホール２月２４日（火）

なるせ駅前市民センター ホール２月２６日（木）

小山市民センター ホール２月２７日（金）

〔注意事項〕
（１）当日は混雑が予想されますので、時間に余裕を持っておいで下さ

い。
（２）ご来場いただく場合には、筆記用具・所得のわかるものや、社会

保険料等の資料をご持参下さい。
（３）会場には駐車場の用意はありませんので、お車での来場はご遠慮

下さい。

　軽自動車税は、４月１日現在、登録のある方に課税します。
　バイクや軽自動車を所有していて、次の①～⑥に該当する方は、登録、廃
車、名義変更等の手続きを３月末までにお願いします。
①町田市に転入し、前住所地のナンバープレートがついたバイク等をお持ち
の方
②町田市外に転出する方
③故障等でバイクを廃棄処分し現在所有していないが、まだ廃車手続きをし
ていない方
④バイク等の盗難にあった方
⑤町田市内、または市外の方からバイク等を譲り受け、まだ名義変更をして
いない方
⑥バイク等を他人に譲り、譲り受け人と連絡不能のため、名義変更されず、
課税されている方
　これらの手続きに関する問い合わせ先は次のとおりです。
　各窓口とも３月は大変混み合いますので手続きはお早めにお願いします。
○１２５㏄以下の原付バイクと小型特殊自動車＝市役所市民税課11７２４・２１１３
○１２５㏄を超えるバイク＝多摩自動車検査登録事務所11０４２・５２３・２４５５
○軽三輪・軽四輪自動車＝軽自動車検査協会多摩支所11０４２・５２５・４３６０
※１２５㏄を超えるバイク及び軽四輪等は、名義変更や廃車手続きのほかに、
税申告の手続きも必要です。例年、名義変更、または廃車手続きが４月１日
以前に済んでいるにもかかわらず、税申告の手続きがなされないために、誤
って納税通知書が発送される場合が多くあります。お手数ですが市役所市民
税課で課税の有無を確認して下さい。

□問 市民税課11７２４・２１１３

廃車等の手続きはお早めに廃車等の手続きはお早めに
バイク・軽四輪は４月１日現在で課税されますバイク・軽四輪は４月１日現在で課税されます

　

所
得
税
・
贈
与
税
の
申
告
書
の

作
成
・
提
出
会
場
は
「
ぽ
っ
ぽ
町

田
」
で
す

○
設
置
期
間　

　

３
月　

日
（
月
）
ま
で

１５

※
平
日
（
月
〜
金
曜
日
）
以
外
で

も
、
２
月　

日
・　

日
の
日
曜
日

２２

２９

に
限
り
、
確
定
申
告
の
相
談
・
申

告
書
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

○
受
付
時
間　

　

午
前
９
時
〜　

時　

分

１１

３０

　

午
後
１
時
〜
４
時

○
所
在
地

　

原
町
田
４－

　

－

　

、
Ｊ
Ｒ
横

１０

２０

浜
線
・
小
田
急
線
町
田
駅
か
ら
徒

歩
５
分

※
駐
車
場
は
有
料
と
な
っ
て
い
ま

す
の
で
ご
了
承
下
さ
い
。

※
前
記
の
期
間
中
、
町
田
税
務
署

の
庁
舎
内
に
は
、
申
告
書
の
作
成

会
場
は
設
置
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

※
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
ttp
:/
/
w
w
w
.n
ta
.g
o
.j

p

）に
は
、
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ

ー
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
利
用

下
さ
い
。

□問
 

町
田
税
務
署
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７
２
８
・
７
２
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まちだ中央公民館まちだ中央公民館�

市
民
市
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ム
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ー
ラ
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市
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至
八
王
子�

小
田
急
線

小
田
急
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小
田
急
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小
田
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町
田
駅�
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中央通り�
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徒歩入口�

浄運寺�

まちだ中央公民館�

↓�
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国
際
協
力
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
の
日

系
社
会
青
年
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、

成
瀬
台
に
お
住
ま
い
の
須
貝
千
夏
さ
ん

が
パ
ラ
グ
ア
イ
の
ア
ス
ン
シ
オ
ン
日
本

人
会
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
り
、

１
月　

日
に
現
地
に
向
け
て
出
発
し
ま

１４

し
た
。

　

須
貝
さ
ん
は
大
学
在
学
中
か
ら
、
日

本
語
教
師
養
成
講
座
を
修
了
し
、
そ
の

後
大
学
院
で
言
語
教
育
を
専
門
に
学
び

ま
し
た
。
派
遣
先
の
パ
ラ
グ
ア
イ
で
は

日
本
語
学
校
で
３
歳
か
ら　

歳
の
子
ど

１５

も
た
ち
に
日
本
語
の
授
業
を
行
う
予
定

で
す
。

　

出
発
に
先
立
ち
そ
の
報
告
に
市
役
所

を
訪
れ
た
須
貝
さ
ん
は
、
寺
田
市
長
か

ら
の
激
励
を
受
け
、
「
現
地
の
子
ど
も

た
ち
が
日
本
を
好
き
に
な
る
よ
う
、
日

本
語
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
文
化
、
日

本
の
良
さ
を
持
ち
前
の
明
る
さ
で
元
気

に
伝
え
て
い
き
た
い
」
と
抱
負
を
語
っ

て
く
れ
ま
し
た
。

市
長
か
ら
激
励
を
受
け
た
須
貝
さ
ん

市
・
都
民
税
、
所
得
税

贈
与
税
、
消
費
税

事
業
税

国
際
協
力
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
の

日
系
社
会
青
年
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

成

瀬

台

の

須

貝

さ

ん

　

１
月　

日
、
町
田
市
は
、
神
奈
川
県

２７

及
び
厚
木
基
地
周
辺
７
市
と
と
も
に
、

在
日
米
軍
司
令
官
、
在
日
米
海
軍
司
令

官
、
厚
木
航
空
施
設
司
令
官
、
駐
日
米

国
大
使
に
対
し
、
Ｎ
Ｌ
Ｐ
の
中
止
を
要

請
し
ま
し
た
。
ま
た
、
防
衛
施
設
庁
、

防
衛
庁
、
外
務
省
に
対
し
、
訓
練
の
中

止
を
米
軍
に
申
し
入
れ
る
よ
う
要
請
し

ま
し
た
。
東
京
都
も
同
様
の
要
請
を
し

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
１
月　

日
に
防
衛
施
設
庁

２６

東
京
防
衛
施
設
局
か
ら
あ
り
ま
し
た
、

厚
木
基
地
に
お
い
て
２
月　

日
か
ら　

１０

１３

日
（
天
候
等
の
事
情
に
よ
り
硫
黄
島
で

の
訓
練
が
実
施
で
き
な
い
場
合
、
９
日

か
ら　

日
）
の　

時
か
ら　

時
ま
で
夜

１４

１８

２２

間
連
続
離
着
陸
訓
練
（
Ｎ
Ｌ
Ｐ
）
を
実

施
す
る
予
定
と
の
事
前
通
告
を
受
け
て

行
っ
た
も
の
で
す
。

　

近
年
、
厚
木
基
地
で
の
Ｎ
Ｌ
Ｐ
は
低

騒
音
機
で
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
同
期
間
中
の
騒
音
状
況
は
改
善
さ

れ
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
Ｎ
Ｌ
Ｐ
直
前
に

集
中
的
に
行
わ
れ
る
訓
練
飛
行
が
新
た

な
問
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
昨
年

　

、　

月
に
は
騒
音
の
拡
大
が
懸
念
さ

１１

１２

れ
て
い
る
新
機
種
ス
ー
パ
ー
ホ
ー
ネ
ッ

ト
が
厚
木
に
配
備
さ
れ
、
初
め
て
の
Ｎ

Ｌ
Ｐ
と
な
る
こ
と
か
ら
、
市
民
へ
の
被

害
が
拡
大
し
な
い
か
騒
音
状
況
を
注
視

し
て
い
ま
す
。

　

町
田
市
で
は
、
機
会
が
あ
る
ご
と

に
、
米
軍
及
び
日
本
政
府
に
対
し
て
要

請
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
今

後
も
引
き
続
き
、
東
京
都
、
神
奈
川
県

や
基
地
周
辺
各
市
と
と
も
に
、
航
空
機

騒
音
の
防
止
対
策
等
に
つ
い
て
粘
り
強

く
要
請
し
て
い
き
ま
す
。

□問
 

企
画
調
整
課
11
７
２
４
・
２
１
０
３

申
告
は

お
早
め
に

申申
告告
はは

おお
早早
めめ
にに

市
・
都
民
税
の
申
告
書

申
告
に
持
参
し
て
い
た
だ
く
も
の

申
告
は
期
限
内
に

市
・
都
民
税

課
税
・
非
課
税
証
明
書

納
税
通
知
書

申
告
は
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す

電
話
番
号
を
忘
れ
ず
に
�

税
務
署
か
ら
の

おお

知知

らら

せせ


